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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
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よ

り
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青
森
県
後
期
高
齢
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医
療
広
域
連
合
の
規
約
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変
更
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届
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成
二
十
四
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十
月
十
九
日
受
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し
た
の
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同
条
第
五
項
の
規
定
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告
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護
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(

昭
和
二
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五
年
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百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
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規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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四
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月
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日
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事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会

北
津
軽
郡
鶴
田
町

大
字
鶴
田
字
沖
津

一
九
三

鶴
田
町
社
会
福

祉
協
議
会
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大

字
鶴
田
字
沖
津
一
九

三

平
成

��･

�･

�	

�
�
�
�
�
�

�
�
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( )

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十

五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

麻
美
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ
ニ

ッ
ク

八
戸
市
根
城
五
丁
目
一
の
二

平
成
��･

��･

�

事

業

者

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野

三
丁
目
二
五
の

七

変
更
後

有
限
会
社

明
倫

八
戸
市
西
白
山

台
一
丁
目
一
四

の
一
二

訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ

ョ
ン
結

八
戸
市
大
字
大

久
保
字
行
人
塚

七
の
一

平
成
��

･

�･

�

変
更
前

黒
石
市
大
字
黒

石
字
十
三
森
一

八
四
の
二
九

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
五

一
の
一

変
更
後

株
式
会
社
ス

ラ
イ
ヴ

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
○

の
一

訪
問
看
護

す
ず
ら
ん

黒
石
市
大
字
境

松
字
村
井
一
○

の
一

��･

�･

��

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

廃
止
年
月
日

白
戸
医
院

弘
前
市
大
字
代
官
町
九

平
成
��･

�･

��

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ー
ト

八
戸
西
病
院

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
中
坪
七
七

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日



( )

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三
�
龍
浜
五
四
の
五
〇

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

２

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
外
ヶ
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

た
か
は
し
薬
局

十
和
田
市
西
五
番
町
二
三
の
三

平
成
��

･

��･

�

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
会

八
戸
市
大
字
美
保

野
一
三
の
二
一
三

二

居
宅
介
護

リ
ヴ
ェ
ー
ル

ユ
ー
ト
ピ
ア

八
戸
市
大
字
美
保

野
一
三
の
二
一
三

二

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
会

八
戸
市
大
字
美
保

野
一
三
の
二
一
三

二

重
度
訪
問

介
護

リ
ヴ
ェ
ー
ル

ユ
ー
ト
ピ
ア

八
戸
市
大
字
美
保

野
一
三
の
二
一
三

二

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
三

本
の
木

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
上
町
焼

四
三
の
一

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

特
定
非
営
利

活
動
法
人
三

本
の
木
就
労

継
続
支
援
Ａ

型
・
Ｂ
型
フ

レ
ン
ド

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
上
町
焼

四
三
の
一

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
三

本
の
木

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
上
町
焼

四
三
の
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

特
定
非
営
利

活
動
法
人
三

本
の
木
就
労

継
続
支
援
Ａ

型
・
Ｂ
型
フ

レ
ン
ド

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
上
町
焼

四
三
の
一

〃



( )

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

五
戸
町
長

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

地
形
図
等
成
果
の
座
標
補
正)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
十
九
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

三
戸
郡
五
戸
町

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
シ
ニ
ア
わ
の
集
い

三

代
表
者
の
氏
名

舘

政
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
鮫
町
字
小
舟
渡
平
九
の
一
二
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
・
障
害
者
の
訪
問
介
護
を
行
う
と
共
に
、
認
知
症
予
防
・

自
立
を
促
す
生
涯
学
習
と
位
置
付
け
て
、
明
る
く
毎
日
を
楽
し
く
夢
と
希
望
を
も
っ
て
生
き
て
い

く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
支
援
す
る
と
同
時
に
Ｉ
Ｔ
時
代
に
呼
応
し
た
パ
ソ
コ
ン
操
作
や
パ
ソ
コ
ン

で
楽
し
め
る
学
習
を
通
じ
て
活
き
活
き
人
生
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
未
来
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
会
議

三

代
表
者
の
氏
名

井
上

宏

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
富
田
二
丁
目
二
六
の
二
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
原
子
力
や
化
石
燃
料
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
地
球
温
暖
化
防
止
や
防
災
上
の
観
点
な
ど
か
ら
、
太
陽
光
、
風
力
、
水
力
、
地
熱
、
バ
イ

オ
マ
ス
等
、
広
範
囲
な
分
野
で
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調
査
・
研
究
を
一
層
推
し
進
め
、
地

域
に
適
合
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
よ
る
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
複
合
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
・

拠
点
の
形
成
に
よ
る
社
会
構
築
に
努
め
る
事
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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( )

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
カ
ー
サ
建
築
事
務
所

二

代
表
者
の
氏
名

坪
田

伸
幸

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
大
町
二
丁
目
一
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
二
〇
〇
四
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

棟
方
建
築
工
務
所

二

氏
名

棟
方

正
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
富
田
一
丁
目
四
の
一
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
〇
六
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
九
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
相

馬
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

中
南
地
域
県
民
局
長

田

澤

俊

明
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃

溝
江

直
雄

山
内

正
治

成
田

正
一

成
田

由
弘

成
田

信
一

福
田

義
雄

石
岡

修
身

三
上

雅
永

工
藤

幸
一

山
内

逸
実

成
田

功
一

清
野

和
弘

沢
田

健
雄

成
田

秀
秋

山
内

一
義

成
田

由
弘

宮
川

克
彦

福
田

義
雄

弘
前
市
大
字
湯
口
字
一
ノ
安
田
七
七
の
一

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
八
八
の
二

〃

大
字
五
所
字
野
沢
一
〇
九
の
二

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
六
九

〃

大
字
相
馬
字
山
田
二
九
の
一

〃

〃

字
羽
根
山
三
六

〃

大
字
下
湯
口
字
村
元
七
九
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
鳴
瀬
二
六
九
の
四

〃

〃

字
中
野
三
二
の
六

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
六
七
の
九

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
一
一

〃

大
字
下
湯
口
字
青
柳
二
一
一
の
一

〃

大
字
湯
口
字
一
ノ
安
田
九
〇
の
二

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
三
〇

〃

大
字
五
所
字
里
見
五
二
の
一

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
六
九

〃

大
字
藤
沢
字
野
田
八
九
の
一

〃

大
字
相
馬
字
羽
根
山
三
六

平
成

��･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
四
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
の
で
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
六
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

木

村

八

�

一

講
習
等
の
期
日

１

講
習

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日
及
び
同
月
四
日
午
前
八
時
五
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

(

受
付
時
間

両
日
と
も
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で)

２

修
了
考
査

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
日
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

(

受
付
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
八
時
四
十
五
分
ま
で)

二

講
習
等
の
場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
一
九
八
の
四

青
森
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

三

受
講
定
員

三
十
名
程
度

(

申
込
み
先
着
順
で
、
定
員
に
な
り
次
第
申
込
み
の
受
付
を
終
了
す
る
。)

四

受
講
申
込
方
法
等

１

申
込
期
間

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

(

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で)

２

申
込
場
所

(

問
合
せ
先)

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
指
導
取
締
係

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

内
線
五
一
三
四

３

申
込
方
法

受
講
申
込
者
本
人
が
、
次
の
書
類
等
を
四
の
２
の
申
込
場
所
に
直
接
持
参
し
て
申
し
込
む
こ

と
。

�

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

(

交
通
指
導
課
で
受
領
す
る
こ
と
。)

�

講
習
手
数
料
一
万
九
千
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
で
納
付
す
る
こ
と
。)

４

そ
の
他

講
習
受
講
日
及
び
修
了
考
査
の
日
に
は
、
運
転
免
許
証
等
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
類
を

提
示
す
る
こ
と
。

正

誤
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〃〃〃監

事

〃〃

石
岡

修
身

石
岡

雄
一

工
藤

幸
一

山
内

逸
実

成
田

功
一

清
野

和
弘

〃

大
字
下
湯
口
字
村
元
七
九
の
二

〃

大
字
悪
戸
字
青
柳
一
の
一

〃

〃

字
中
野
三
二
の
六

〃

大
字
黒
滝
字
一
ノ
川
瀬
六
七
の
九

〃

大
字
紙
漉
沢
字
山
越
一
一
一

〃

大
字
下
湯
口
字
青
柳
二
一
一
の
一

〃〃〃〃〃〃

平
成
��･

��･

�

第
三
〇
二
一
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

中
南
地
域
県
民
局

出
先
機
関

区

分

三
ペ
ー
ジ

下 段

表
中 行

〃

大
字
悪
戸

字
青
柳
二
一
一

誤

〃

大
字
下
湯

口
字
青
柳
二
一
一

の
一

正


